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論壇
1
�
は
じ
め
に

日
本
税
理
士
会
連
合
会
税
制

審
議
会
が
「
源
泉
徴
収
制
度
の

あ
り
方
に
つ
い
て
」（
令
和
2

年
12
月
7
日
）
を
答
申
し
て
い

る
。
答
申
は
、
①
源
泉
徴
収
義

務
者
の
事
務
負
担
を
軽
減
す

る
、
②
源
泉
徴
収
制
度
の
簡
素

化
を
図
る
、
③
源
泉
徴
収
対
象

所
得
の
範
囲
を
明
確
化
す
る
、

④
給
与
所
得
者
が
望
ま
な
い
個

人
情
報
を
除
外
し
て
年
末
調
整

を
行
う
、
⑤
源
泉
徴
収
税
額
の

計
算
方
法
を
簡
素
化
す
る
等
を

提
言
し
て
い
る
。

こ
の
答
申
作
成
過
程
に
お
い

て
、
事
業
者
の
団
体
の
賛
成
は

得
ら
れ
た
も
の
の
、
学
者
か
ら

過
誤
納
の
是
正
方
法
（
確
定
申

告
に
よ
る
是
正
）
に
つ
い
て
理

論
面
や
整
合
性
面
の
指
摘
が
あ

り
、
ま
た
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
か

ら
従
業
員
側
の
事
務
負
担
増

（
確
定
申
告
手
続
増
）
に
つ
い

て
慎
重
意
見
が
あ
り
、
修
文
し

た
1
そ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
給
与
所
得
に
係
る

源
泉
徴
収
制
度
の
運
営
面
の
急

所
を
述
べ
て
み
る
2
。

2
�
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
の
税
制
改
正

と
源
泉
徴
収
制
度
の
執
行

⑴

昭
和
22
年
の
シ
ャ
ベ
ル
勧

告
に
よ
る
根
本
的
税
制
改
正

昭
和
22
年
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
司
令
部

「
シ
ャ
ベ
ル
勧
告
」（
昭
和
21

年
11
月
16
日
）
に
基
づ
く
根
本

的
税
制
改
正
（
昭
和
22
�
3
�

31
法
律
27
号
）
は
、
終
戦
以
来

懸
案
と
な
っ
て
い
た
所
得
税
法

改
組
の
断
行
で
あ
る
。
そ
の
主

要
な
項
目
は
、
⑴
分
類
所
得
税

及
び
総
合
所
得
税
の
両
建
に
よ

る
課
税
の
廃
止
（
総
合
課
税
一

本
建
に
よ
る
課
税
制
度
に
改
め

る
）、
⑵
総
合
課
税
の
充
実
強

化
（
一
時
所
得
に
対
す
る
課
税

の
第
一
歩
）、
⑶
予
算
申
告
納

税
制
度
の
採
用
（
予
算
課
税
制

度
と
申
告
納
税
制
度
の
二
要
素

か
ら
な
る
）、
⑷
各
種
の
控
除

及
び
税
率
の
改
正
（
超
過
累
進

税
率
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
各

種
の
控
除
の
改
正
）で
あ
る
3
。

こ
の
う
ち
⑶
は
、
所
得
発
生

の
時
期
と
納
税
の
時
期
を
接
近

さ
せ
る
た
め
に
は
予
算
課
税
制

度
が
最
も
適
切
で
あ
る
と
考

え
、
こ
の
制
度
と
申
告
納
税
制

度
を
組
み
合
わ
せ
た
（
確
定
申

告
で
確
定
税
額
と
予
定
納
税
額

と
の
差
額
精
算
）。
ま
た
⑷
は
、

基
礎
控
除
や
扶
養
控
除
を
所
得

控
除
と
し
、
そ
れ
と
は
別
に
給

与
所
得
控
除
を
認
め
る
こ
と
で

超
過
累
進
税
率
の
下
で
の
勤
労

所
得
軽
課
を
図
っ
た
。

こ
れ
ら
の
改
正
に
伴
い
、
給

与
所
得
の
源
泉
徴
収
に
つ
い

て
、
比
例
税
率
か
ら
累
進
税
率

に
変
わ
り
計
算
が
複
雑
に
な
る

の
で
、
そ
れ
に
応
え
得
る
源
泉

徴
収
税
額
表
の
作
成
が
試
み
ら

れ
た
け
れ
ど
も
如
何
様
に
し
て

も
源
泉
徴
収
税
額
累
計
額
と
正

当
な
そ
の
年
の
所
得
税
額
と
の

過
不
足
額
が
生
じ
る
。
こ
れ
を

何
ら
か
の
仕
組
み
で
精
算
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
主
税
局
は
、
こ
の

精
算
に
つ
い
て
、
非
常
に
ト
ラ

ブ
ル
が
起
こ
る
か
ら
総
合
所
得

税
（
超
過
累
進
税
率
）
一
本
や

り
に
す
る
こ
と
自
体
に
反
対
し

て
み
た
が
、「
難
し
い
問
題
で

は
な
い
」
と
し
て
司
令
部
に
押

し
切
ら
れ
た
4
。
結
局
、
源
泉

徴
収
税
額
の
過
不
足
額
精
算

（
国
の
徴
税
事
務
）
は
、
年
末

調
整
と
し
て
、
源
泉
徴
収
義
務

者
（
支
払
者
）
に
配
分
（
強
制

的
委
任
）
さ
れ
た
。

こ
の
決
定
を
す
る
ま
で
の
間

に
、
A
支
払
者
が
要
す
る
義
務

遂
行
経
費
（
納
付
に
係
る
経

費
）
補
償
交
付
金
を
交
付
す
る

方
法
、
B
源
泉
徴
収
の
過
不
足

精
算
は
年
末
調
整
で
は
な
く
確

定
申
告
で
行
う
方
法
（
税
務
署

が
増
加
税
事
務
を
消
化
す
る
方

法
）
も
検
討
さ
れ
た
と
思
う
。

ま
ず
、
前
者
A
の
方
法
は
、

昭
和
22
年
の
根
本
的
税
制
改
正

の
前
年
ま
で
採
用
さ
れ
て
い
た

方
法
で
あ
り
、
給
与
所
得
に
係

る
源
泉
徴
収
制
度
が
創
設
さ
れ

た
昭
和
15
年
度
所
得
税
改
正

（
昭
和
15
�
3
�
29
法
律
24
号
）

以
来
、
支
払
者
の
納
付
に
つ
い

て
、
徴
収
経
費
補
償
の
徴
収
交

付
金
が
交
付
さ
れ
て
い
た
5
の

で
、
そ
れ
に
年
末
調
整
経
費
補

償
を
追
加
交
付
す
る
だ
け
の
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
交
付
金

そ
の
も
の
が
廃
止
さ
れ
た
。
多

額
の
歳
入
不
足
の
中
、
徴
税
費

節
約
や
行
政
事
務
の
能
率
化
を

優
先
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
後
者
B
の
方
法
は
、

国
税
庁
が
発
足
し
て
い
な
い
に

し
て
も
、
財
務
局
と
そ
の
下
の

税
務
署
6
が
過
不
足
額
精
算
事

務
を
引
き
受
け
る
の
が
本
筋
で

あ
る
。し
か
し
、申
告
納
税
制
度

に
職
員
も
納
税
者
も
慣
れ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
や
、
納
税
者
の

過
少
申
告
・
無
申
告
が
相
次
ぎ

更
正
・
決
定
を
行
う
状
態
で
あ

る
こ
と
に
加
え
、
経
験
の
浅
い

未
熟
な
職
員
や
復
員
職
員
を
新

し
い
税
務
行
政
に
立
ち
向
か
わ

せ
る
こ
と
を
考
え
、
給
与
所
得

者
自
ら
が
確
定
申
告
に
よ
り
過

不
足
額
を
清
算
す
る
方
法
を
採

用
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑵

昭
和
25
年
の
シ
ャ
ウ
プ
勧

告
に
よ
る
根
本
的
税
制
改
正

昭
和
25
年
の
シ
ャ
ウ
プ
勧
告

（
昭
和
24
年
9
月
15
日
発
表
）

に
基
づ
く
根
本
的
税
制
改
正

（
昭
和
25
�
3
�
31
法
律
71
号
）

は
、
昭
和
22
年
所
得
税
法
の
一

部
改
正
で
あ
る
が
、
言
う
ま
で

も
な
く
大
改
正
で
あ
る
。
わ
が

国
税
制
史
上
特
筆
に
値
す
る
大

規
模
な
減
税
を
伴
う
税
制
改
正

で
あ
る
が
、
そ
の
原
因
は
歳
入

を
租
税
収
入
に
求
め
て
来
た
こ

と
と
物
価
暴
騰
に
応
じ
て
税
率

等
を
調
整
で
き
な
か
っ
た
こ
と

に
あ
る
7
。

こ
こ
で
は
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告

に
お
け
る
給
与
所
得
者
に
係
る

源
泉
徴
収
制
度
に
対
す
る
考
え

方
を
見
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は

勧
告
の
付
録
Ｄ
「
個
人
所
得
税

お
よ
び
法
人
所
得
税
の
執
行
」

に
あ
る
。
ま
ず
、
Ｄ
の
Ｂ
「
自

発
的
協
力
と
申
告
納
税
」
の
2

「
申
告
納
税
」
に
お
い
て
、
源

泉
徴
収
を
受
け
る
被
用
者
は
扶

養
親
族
の
数
等
を
雇
用
主
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
税
の

徴
収
を
委
任
さ
れ
て
い
る
雇
用

主
は
源
泉
徴
収
の
税
率
を
適
用

し
て
政
府
に
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
ら
、
被
用
者
と
雇
用

主
も
税
務
行
政
の
一
端
を
担
っ

て
い
る
旨
を
勧
告
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
源
泉
徴
収
が
行
わ

れ
る
分
野
に
あ
っ
て
も
、
被
用

者
や
雇
用
主
の
自
発
的
協
力
が

必
要
だ
と
考
え
て
い
る
。

次
に
、
付
録
Ｄ
の
Ｃ
「
所
得

税
お
よ
び
法
人
税
の
執
行
面
に

お
け
る
手
続
的
措
置
」
の
2

「
源
泉
徴
収
」
の
ｂ
「
勧
告
す

る
改
正
」
に
お
い
て
、
⑴
雇
用

主
に
、
被
用
者
に
給
与
を
支
払

う
た
び
に
源
泉
徴
収
税
額
を
書

面
で
報
知
さ
せ
る
、
⑵
実
際
に

源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
調
査
す
べ
き
で
あ
る
、
⑶
源

泉
徴
収
税
額
を
即
時
納
付
し
た

か
調
査
す
べ
き
で
、
雇
用
主
に

は
納
付
し
た
領
収
書
を
営
業
所

に
掲
示
さ
せ
る
、
⑷
年
末
調
整

額
を
最
少
限
度
に
止
め
る
べ
き

だ
が
、
源
泉
徴
収
税
額
は
や
や

過
大
に
す
る
、
⑸
年
末
調
整
を

税
務
署
へ
移
管
す
る
、
⑹
源
泉

徴
収
税
額
を
税
務
署
に
通
知
さ

せ
、
税
務
署
が
納
税
者
の
申
告

書
と
突
き
合
わ
せ
る
旨
を
勧
告

し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
⑸
に
あ
っ
て

は
「
年
末
調
整
は
雇
用
主
が
処

理
し
て
い
て
、
大
部
分
の
被
用

者
は
税
務
署
と
全
然
接
触
が
な

い
。
今
の
と
こ
ろ
、
税
務
署
の

重
荷
が
大
き
い
の
で
こ
の
調
整

は
雇
用
主
が
引
続
い
て
実
施
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
税
務
署
に
こ
の
手
続
を
移

管
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
限

り
可
及
的
速
や
か
に
移
管
す
べ

き
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
。

昭
和
25
年
の
改
正
所
得
税
法

の
執
行
は
、
国
税
庁
（
昭
和
24

年
6
月
1
日
発
足
）
が
担
っ
て

い
る
。
発
足
当
時
の
源
泉
徴
収

義
務
者
数
は
、
46
万
件
（
給
与

所
得
者
数
1
2
0
9
万
人
）
で

あ
っ
た
も
の
が
30
年
後
の
昭
和

53
年
6
月
末
に
は
2
4
9
万
件

（
同
4
1
9
5
万
人
）と
な
り
約

5
・
4
倍
（
同
約
3
・
5
倍
）

の
増
加
に
な
っ
た
。ま
た
、源
泉

所
得
税
事
務
は
、
発
足
初
期
は

国
税
庁
と
国
税
局
に
お
い
て
は

所
得
税
課
が
、
税
務
署
に
お
い

て
は
直
税
課
源
泉
係
が
所
掌
し

て
い
た
が
、
昭
和
37
年
7
月
に

は
国
税
庁
と
国
税
局
に
お
い
て

は
法
人
税
課
に
、
税
務
署
に
お

い
て
は
法
人
源
泉
係
の
所
掌
に

変
わ
り
、
法
人
税
と
源
泉
所
得

税
の
総
合
運
営
が
実
施
さ
れ
る

よ
う
に
運
営
体
制
が
整
備
さ

れ
8
、
そ
の
後
令
和
ま
で
法
源

総
合
運
営
が
続
い
て
い
る
。
今

日
に
あ
っ
て
は
、
税
務
署
の
重

荷
も
大
き
く
な
く
、
年
末
調
整

事
務
に
つ
い
て
雇
用
主
が
受
忍

し
続
け
る
理
由
が
乏
し
い
。
税

務
署
に
移
管
す
る
時
機
に
あ

る
9
。

3
�
ま
と
め

居
住
者
の
給
与
所
得
に
係
る

源
泉
徴
収
制
度
に
お
け
る
役
割

分
配
に
つ
い
て
考
え
る
際
に

は
、
給
与
所
得
に
係
る
源
泉
徴

収
（
第
四
編
第
二
章
）
に
規
定

さ
れ
て
い
る
⑴
源
泉
徴
収
義
務

及
び
徴
収
税
額
（
所
法
1
8
3

〜
1
8
9
）、
⑵
年
末
調
整（
所

法
1
9
0
〜
1
9
3
）
及
び
⑶

給
与
所
得
者
の
源
泉
徴
収
に
関

す
る
申
告
（
所
法
1
9
4
〜
1

9
8
）、並
び
に
雑
則
（
所
得
税

法
第
五
編
）
に
規
定
さ
れ
て
い

る
⑷
源
泉
徴
収
票
（
所
法
2
2

6
）
の
提
出
等
の
義
務
、
こ
れ

ら
全
体
を
「
給
与
所
得
に
係
る

源
泉
徴
収
制
度
」
と
捉
え
、
デ

ジ
タ
ル
社
会
に
お
け
る
納
税
事

務
負
担
の
公
正
化
の
観
点
か

ら
、
論
理
的
に
実
証
的
に
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。

1

「
日
本
税
理
士
会
連
合
会
・

税
制
審
議
会
の
答
申
に
つ
い
て
」

税
研
（
2
0
2
0
�
11
）
参
照
。

2

金
子
宏
「
わ
が
国
の
所
得
税

と
源
泉
徴
収
制
度
」
日
税
研
論

集
15
号
（
1
9
9
1
）
が
詳
し

く
、
昭
和
22
年
や
昭
和
25
年
の

源
泉
徴
収
制
度
の
改
正
は
「
発

展
期
」
に
属
す
る
。
本
稿
は
、

そ
こ
に
関
係
す
る
第
二
次
世
界

大
戦
直
後
の
運
営
面
で
あ
る
。

3

大
蔵
省
主
税
局
調
査
課
「
所

得
税
・
法
人
税
制
度
史
草
稿
」

（
昭
和
30
年
）
ｐ
1
4
9
―
1
5

9
参
照
。

4

大
蔵
省
財
政
史
室
編
「
昭
和

財
政
史
第
7
巻
」（
昭
和
52
年
）

ｐ
2
3
8
参
照
。

5

昭
和
15
年
度
所
得
税
法
83
条

に
、
甲
種
の
勤
労
所
得
に
対
す

る
分
類
所
得
税
を
徴
収
し
た
者

に
交
付
金
を
交
付
す
る
と
定
め

ら
れ
、
同
法
施
行
規
則
96
条
1

項
で
、
毎
年
取
扱
い
た
る
甲
種

の
勤
労
所
得
に
対
す
る
分
類
所

得
税
の
納
税
者
一
人
に
付
10
銭

を
交
付
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い

た
。
こ
の
10
銭
は
昭
和
21
年
に

は
50
銭
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
（
昭

和
21
�
9
�
1
勅
令
4
1
4
号
）。

ち
な
み
に
、
昭
和
22
年
3
月
の

朝
日
新
聞
の
1
ヵ
月
購
読
料
は

8
円
で
あ
っ
た
。

6

終
戦
当
時
の
財
務
局
は
8
か

所
で
定
員
1
5
5
9
人
、
税
務

署
は
3
7
4
署
で
定
員
1
7
8

5
9
人
で
あ
っ
た
。
昭
和
23
年

11
月
に
は
財
務
局
3
8
8
9

人
、
税
務
署
6
9
7
1
8
人
と

激
増
し
た
が
、
こ
れ
は
イ
ン
フ

レ
利
得
者
等
の
所
得
の
徹
底
的

な
捕
そ
く
追
及
と
増
大
し
た
滞

納
整
理
を
目
的
と
し
た
も
の
で

あ
り
、
漸
次
解
消
さ
れ
た
（「
国

税
庁
三
十
年
史
」
国
税
庁
（
昭

和
54
年
）
ｐ
20
―
22
、
27
―
28

参
照
）。

7

大
蔵
省
主
税
局
調
査
課
「
所

得
税
・
法
人
税
制
度
史
草
稿
」

（
昭
和
30
年
）
ｐ
3
0
1
参
照
。

8

「
国
税
庁
三
十
年
史
」
国
税

庁（
昭
和
54
年
）
ｐ
1
0
2
―
1

0
5
参
照
。

9

年
末
調
整
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、
佐
藤
英
明
「
日
本
に
お
け

る
源
泉
徴
収
制
度
」
税
研
（
2

0
1
0
�
9
）、
野
一
色
直
人「
給

与
に
対
す
る
源
泉
徴
収
の
現
状

と
あ
り
方
」税
研（
2
0
2
0
�
1
）

な
ど
、
改
め
る
よ
う
求
め
る
意

見
が
多
い
。

給
与
所
得
に
係
る
源
泉
徴
収
制
度
の
運
営
面
の
急
所

―
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
の
改
正
よ
り
―

小宮山 隆
【杉並】
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